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GX推進のためのグリーン鉄研究会 第３回フォローアップ会合  

日時：令和８年５月１３日（水） １３:００～１５:００  

※対面及びオンラインにて開催  

出席者：工藤座長、秋元委員、稲葉委員、原委員、吉高委員 

 （オブザーバーについては、委員等名簿を御確認ください） 

 

 

○鍋島金属課長  それでは、定刻となりましたので、ただいまからＧＸ推進のためのグ

リーン鉄研究会第３回フォローアップ会合を開催いたします。 

 私は、事務局の製造産業局金属課長の鍋島です。よろしくお願いいたします。 

 委員及び御参加の皆様方におかれましては、御多忙のところ御参加いただきまして、誠

にありがとうございます。 

 本日、秋元委員はオンラインで御参加いただいております。また、オブザーバーに関し

まして、新たに参加された団体等はございませんけれども、人事異動の関係から今回から

の御出席者が多数いらっしゃいます。委員等名簿をお配りしておりますので、今回は御紹

介を割愛させていただきます。 

 それでは、以降の研究会の進行は工藤座長にお願いしたく存じます。よろしくお願いい

たします。 

○工藤座長  皆様、改めましてお忙しい中、御参集いただきまして、誠にありがとうご

ざいます。御案内のとおり、グリーン鉄研究会そのものは2025年１月に取りまとめを既に

行った後、かなり注目度が高いということと、内容的に流動性のある、いろいろな動きが

まだまだ続いているということもあり、事務局の方でフォローアップ会合というものを設

定していただいて、各自、情報のインプット並びに共有化を進めているということで、私

個人としても非常に有意義な場所ではないかと思っています。 

 本日も、その後、様々な動きがあったことに関連して、皆様から情報をインプットして

いただけるということでとても興味深く聞かせていただければと思っていますので、ぜひ

活発な御質問なり御意見等を含めて、この会議が有意義なものになりますように皆様の御

協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、議事に入りたいと思います。本日の議題は、議事次第に記載した２件でござ

います。 
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 最初の議題ですけれども、前回フォローアップ会合以降の動きについてということで、

事務局から御説明をよろしくお願いいたします。 

○鍋島金属課長  それでは、今回の事務局説明資料について御説明いたします。ただ、

内容が非常に多くなっております。また、議題２に掲げている調査事業につきましてです

けれども、事務局資料の中に概要も入れております。ということで、事務局資料の半分を

説明して、その後、議題２を含む後半を説明するという形で前半、後半に区切って説明す

るという形にしたいと思っておりますけれども、よろしいでしょうか。 

○工藤座長  よろしくお願いします。 

○鍋島金属課長  それでは、資料３を御説明したいと思います。まず、前半の御説明で

す。資料を開いていただきまして、２ページ目になります。議論の時間をなるべく確保を

する必要があると思いますので、コンパクトに説明させていただきます。 

 今回の報告の趣旨ですけれども、グリーン鉄研究会の取りまとめにおきまして、今後行

うべき官民挙げての対策ということで４分野掲げておりました。前回の第２回フォローア

ップ会合が昨年の10月でしたので、それ以降の動きを御報告するということと、昨年度実

施した調査事業について御報告させていただければと思っております。 

 次、３ページ目、目次ですけれども、まず１から４、それから他素材の取組について前

半で御説明させていただきます。 

 ４ページ目以降が高品位な鉄スクラップの供給力確保ということで、資料をまとめてお

ります。 

 ５ページ目ですけれども、まず、本研究会におきまして、この高品位な鉄スクラップの

供給力確保についてはいろいろ議論を行ってまいりました。それで今般、今年の４月21日

ですけれども、政府の循環経済に関する関係閣僚会議におきまして循環経済行動計画とい

うものが決定されました。その中でメタルリサイクル推進戦略というものも位置づけられ

ております。 

 このメタルリサイクル推進戦略におきましては、2030年時点で鉄スクラップを高品位化

する処理能力約200万トンを目安として追加的に国内で確保するという目標が明記されて

おります。 

 これを踏まえまして、現在、政府で検討している日本成長戦略、また、それを構成する

官民投資ロードマップの検討を行っているという状況です。 

 次の６ページ目です。循環行動計画、あるいはメタルリサイクル推進戦略についての概
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要を記載しておりますが、この循環経済行動計画の左上の赤で囲っているところにメタル

リサイクル戦略ということが書いてございまして、その中身が右側のスライドですけれど

も、さらに左上の鉄というところにグリーン鉄の原料となる高品位鉄スクラップを追加的

に年間約200万トン確保するということが書き込まれております。 

 ７ページ目は、日本成長戦略の検討状況についての御説明ですので、説明を割愛しまし

て、８ページ目は、グリーン鉄に係る官民投資ロードマップということで、現在検討中の

素案についてスライドを載せております。 

 先ほどの鉄スクラップの話に加えまして、これまで本研究会で議論されてきましたグリ

ーン鉄のＧＸ価値の国際標準への反映などについても盛り込んでおります。 

 ９ページ目は、高品位スクラップ安定供給確保に向けた体制ということですけれども、

これは環境省、経産省が連携しまして、また、関係業界とも連携して取り組んでいくとい

うことにしております。 

 10ページ目ですけれども、廃棄物処理法の改正についてもスライドを入れております。

今年の４月10日ですけれども、廃棄物処理法の一部を改正する法律案が閣議決定されてお

ります。 

 この法案におきましては、金属リサイクルを行う事業に関しまして、許可制を導入して

おります。また、環境汚染のおそれのある物品の輸出の際には環境大臣の確認の仕組みも

盛り込みました。 

 11ページですけれども、これは前回のフォローアップ会合でも御紹介したＣＰｓ、サー

キュラーエコノミーのパートナーシップでの議論ですが、こちらの鉄鋼ワーキンググルー

プにおきまして、今後のロードマップを策定しております。 

 その中でシュレッダー等による高品位化、成分値保証化ということも書いておりまして、

こういうことを今後進めていく、欧州などでは成功事例が存在すると承知しております。 

 12ページですけれども、鉄スクラップの需給についても以前から御説明していますが、

高品位スクラップとされる工場などの端材、加工スクラップにつきましては、国内で年間

約670万トン発生しておりまして、このうち140万トンが海外に輸出されております。 

 建設現場などから発生する老廃スクラップにつきましては、年間1,660万トン発生しま

して、ヘビーくず370万トン、シュレッダーが70万トン輸出されているというところです。 

 ということで、加工スクラップ、工場端材などについては国内で最大限活用していくと

いうことと、老廃スクラップにつきましては200万トンを目安に高品位化を図っていきた
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いと考えております。 

 13ページですけれども、今後の高品位鉄スクラップの需要量拡大ということでは、ＪＦ

Ｅスチール及び日本製鉄におきまして、大型革新電炉を建設中でありまして、これらの生

産能力は2030年時点で合計490万トンになると承知しております。 

 以上、鉄スクラップ関係についての情報です。 

 14ページ以降で製鉄プロセスにおける水素活用技術開発について現状を御説明いたしま

す。 

 15ページですけれども、技術開発の進捗状況ということで、もともと世界に先駆けて製

鉄プロセスに係る水素還元技術を確立すべく、グリーンイノベーション基金を活用して技

術開発を進行中でございますが、昨年８月に行われたＮＥＤＯの委員会におきまして、技

術的視点から審議を行っていただきまして、全体的に順調に進行しているということを確

認いただいております。 

 研究項目いろいろございますけれども、この囲みの中でいえばSuper COURSE50という研

究開発項目１の小規模試験炉の試験におきまして、ＣＯ２削減率44.5％という世界最高水

準を更新していたり、研究開発項目２ではカーボンリサイクル直接還元の試験を実施中と

いうような、こういうことを行っております。 

 16ページ以降で公共分野におけるグリーン鉄利用について現状や議論について御説明い

たします。 

 17ページですけれども、昨年12月にＧＸ実行会議が開催されまして、グリーン鉄につい

ても取り上げていただいております。 

 その中で、政府が積極的な公共調達を進めることで初期需要を創出し、民間の需要創出

につなげるという方向性が示されまして、具体的な対応の方向性として、公共工事におけ

るグリーン鉄の試行工事の実施、順次拡大と2030年度以降の本格活用の方針が明記された

ところです。 

 18ページですけれども、これに併せまして分野別投資戦略も改定しております。大口需

要家に対する需要喚起策や制度の導入、それから2030年度以降の公共工事におけるグリー

ン鉄の本格活用が分野別投資戦略の中で明記されました。 

 19ページ目ですが、こうした議論を踏まえまして、今年度から公共工事におけるグリー

ン鉄の試行工事を実施するということになっておりまして、２つ目のポツですけれども、

試行工事の段階におけるグリーン鉄の流通市場等々の調査などを本年度から実施するとい
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うことで準備を進めております。 

 20ページですけれども、国土強靱化年次計画について、今議論されていまして、その中

にも赤線を引いておりますけれども、中ほどに令和12年度以降の公共工事（国及び地方公

共団体）におけるグリーン鉄の本格活用の実現を見据えて、国交省の土木工事の脱炭素ア

クションプラン等を通じて検討方針を明確化するということを書き込んでおります。 

 21ページ、グリーン購入法ですけれども、これは昨年度、2025年度からグリーン鉄、つ

まり削減実績量が付されている鉄につきまして、基準値１というものに位置づけておりま

すが、今年度の改定では、さらに配慮事項としまして、追加費用が一定以上の非化石電力

を活用した鋼材が使用されていること、ということが追記されました。 

 22ページ以降で、公共の次は民間分野ということで、民間分野におけるグリーン鉄の初

期需要創出の動きについて御紹介いたします。 

 まず、23ページですが、日本国内の鉄鋼需要について改めて掲載しております。国内鉄

鋼需要約4,300万トンということですけれども、今後稼働する大型革新電炉の生産能力だ

けでも国内鉄鋼需要の１割強になると認識しております。ということで、大口需要家にお

けるグリーン鉄需要の拡大は課題と考えております。 

 大口需要家のうち、高炉由来の鉄鋼製品の使用量が多い業界というのは、自動車、造船、

産業機械などと認識しておりまして、建設でいえば高層ビルの構造材、土木工事用の鋼矢

板などで高炉由来の鉄鋼製品、丈夫な製品が使われていると認識しております。 

 24ページですけれども、まず自動車の関係でクリーンエネルギー自動車導入補助金、い

わゆるＣＥＶ補助金の中で、環境負荷が低い鋼材、ＧＸ推進に向けた鋼材の導入に計画的

に取り組んだ場合に補助金の加算措置が、これは25年度から講じられております。26年度

からは、導入計画に加えて導入に関する実績が評価の基準として追加されております。 

 25ページは、建築物のライフサイクルカーボン削減に向けた取組ということで、こちら

は後ほど国土交通省住宅局から御説明いただきますが、本年３月27日、建築物省エネ法の

一部を改正する法律案というものが閣議決定されております。28年度から導入予定、制度

が開始予定と認識しております。 

 26ページは、この検討の過程での検討会の中間取りまとめにつきまして、グリーン鉄に

関係すると思う部分を事務局で抜粋しております。 

 27ページですけれども、造船業についても一言触れております。造船業につきましては、

関係省庁で造船業再生ロードマップを策定して、2035年までに年間建造能力を1,800万総
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トンまで倍増させるという目標が掲げられております。 

 これに関連して、市場の獲得については脱炭素化等を通じたゲームチェンジを図ってい

くということが打ち出されております。 

 28ページですが、そうした議論も踏まえまして、環境省と国交省におきまして、連携し

て本年度からゼロエミッション船等の導入支援事業を行っておりまして、その事業の中で

グリーン鉄を使用する場合には追加的に補助を行うというような措置も盛り込んでいただ

いております。 

 また、グリーン鉄を使った船舶の建造については、これまでも自主的に行われた例があ

ると承知しております。 

 29ページですけれども、造船業再生をめぐって関係業界が集まって議論を行っておりま

して、３月18日には関連する５団体が業界ハイレベル会合を実施いたしました。 

 業界連携で造船業再生を図っていくということでありますが、その会合の中で船舶にお

けるグリーン鉄の使用についても議論が及びまして、今後、検討を深めていく課題の１つ

とされております。 

 こうした議論もありますので、経済産業省におきましては、国交省及び関係業界と連携

の上、船舶におけるグリーン鉄使用についての検討会を開催したいと考えております。 

 30ページ以降は後半で御説明したいのですが、先に他素材の取組について一言御説明い

たします。55ページ以降になります。 

 55ページですけれども、鉄鋼以外につきましても、低炭素金属部素材ということで、先

ほどの日本成長戦略の官民投資ロードマップを策定しております。アルミ、あるいは銅と

いったところで目標を掲げているところです。 

 56ページは、アルミ業界の取組ということで、アルミ業界では昨年３月31日にアルミニ

ウム製品のＣＦＰガイドラインを公開しているところですけれども、今年４月１日にはマ

スバランスガイドラインも公開したという報告を受けております。 

 57ページですけれども、銅の関係でもいろいろと動きがございまして、まず循環経済行

動計画におきましても、国内で生産される電解銅の約３割を再生資源由来とするという目

標を掲げたところですが、非鉄各社におきましては、再生原料の活用を進めておりまして、

その際にマスバランス方式を用いることで、リサイクル電気銅と銘打って販売する取組が

進んでいると承知しております。こうした動きもあるということを御紹介させていただき

ます。 
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 以上、事務局資料の前半、御紹介させていただきました。 

○工藤座長  御説明どうもありがとうございました。前半の御説明に関連する資料の説

明がオブザーバーの方からあると伺っておりまして、まずは建築ＬＣＡの取組について国

土交通省の髙木様より御発言をお願いいたします。 

○髙木住宅局参事官（国土交通省）  ありがとうございます。国土交通省住宅局の髙木

でございます。建築物省エネ法の改正の状況につきまして、私から御説明させていただき

ます。１枚おめくりください。 

 こちらは先ほど鍋島課長からも御紹介がございましたが、建築物のライフサイクル、鉄、

ガラスなど資材を製造していただいて、それを施工段階、現地に持ってきて組み立てて、

50年、60年建物を使って最後解体するというライフサイクルになります。 

 これまでは使用段階、建物を使っている段階の照明だとか空調だとか、そういったエネ

ルギーを減らそうということで、使用段階に着目して取り組んでまいりましたが、今後、

今回法改正を行って、資材の製造段階から解体までのライフサイクル全体の省エネ、省資

源、脱炭素の取組を評価していこうということで取組を進めているものでございます。 

 上の背景・必要性の右側のところにございます、どんなところを目指しているかという

と、設計施工の変革を促進する、または建材・設備の投資・イノベーションを促進する、

また、エネルギー安全保障にも貢献していこうというようなことでございます。この中に

低炭素建材の採用、もしくは投資イノベーションを促していこうという中で、木材や低炭

素コンクリートと併せましてグリーン鉄についてもしっかりと応援していきたいというも

のでございます。 

 法案の具体的な内容、ライフサイクルカーボンについては左側の下、緑枠の中にござい

ます、関係者の役割を明確化して、統一の算定ルールをつくって、また、その統一の算定

ルールを普及させていく仕組みとして、例えば5,000平米以上の建築主の方に国にライフ

サイクルカーボン評価の結果を提出していただこうなどの取組をしていくというものでご

ざいます。 

 無事法案が成立いたしましたら、２年施行ということで、2028年度の施行を目指して、

経済産業省さんを含めまして、関係省庁と連携して取り組んでいきたいというものでござ

います。 

 私からの説明は以上でございます。 

○工藤座長  どうもありがとうございました。そうしましたら、続いて、一般社団法人
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自動車工業会・秋和様から御説明をよろしくお願いいたします。 

○秋和オブザーバー  ありがとうございます。自動車工業会環境技術・政策委員会で委

員長をやっておりますホンダの秋和と申します。よろしくお願いいたします。 

 本日は、ＪＡＭＡとしてのスタンスを御説明するのですけれども、ＪＡＭＡとして日本

全体のＣＯ２削減のために、鉄の低ＣＯ２化の果たす役割は非常に大きいと思っておりま

して、その促進のためには普及の鍵を握る経済合理性を官民連携して製造コスト削減努力

等で実現していき、その上で使う側、ひいてはエンドユーザーであるお客様がその価値を

認識して、かつ経済的負担が公平に割り振られるような制度設計を全体として行うことが

重要と考えています。 

 そのような認識を踏まえて、本日は鉄鋼の脱炭素に関するＪＡＭＡとしての対応方向性

についてプレゼンさせていただきます。 

 本日はＪＡＭＡのＧＸスチールに対する考え方、それにまつわりまして、国連の

Automotive―ＬＣＡに参加しての活動の内容について御紹介したいと思います。 

 次、お願いいたします。ここは今日御参加の方には言うまでもないことですけれども、

鉄の脱炭素の必要性ということで、国内の産業、工業のところが占めている割合が当然な

がら非常に大きく、その中でも鉄の中での25％が自動車向けだと。かつ自動車１台を見て

みましても、右側のパイチャートですけれども、やはり素材としての鉄が占める割合が非

常に大きく、車両１台のＣＯ２の低減という観点で、非常に大事な位置づけであると自動

車業界としても思っています。 

 次、お願いします。低ＣＯ２鋼材の普及には、この資料は我々のではなく、いただいて

いるものだと思うのですけれども、プロセスを変換していくのに段階的なプロセス転換が

必要だという認識に基づいて、本会議体等で議論して提案いただいているＧＸスチールに

ついては、その移行期に普及のために一定の役割を果たすということで、その必要性を十

分理解しています。 

 次、お願いします。その中でＪＡＭＡとしてやっていきたいのは、やはり低ＣＯ２鋼材

をしっかり普及させていくということです。そのためには、ＧＸスチールが低カーボンフ

ットプリント鋼材として国際的に認められることが非常に大事であると考えています。 

 これは先ほど事務局の方からの御説明資料でちょっと飛ばされたところに入っていまし

たけれども、工業製品は海外に輸出される。自動車におきましても、約半分は海外に輸出

しているということで、こちらにＧＸスチールを適用したことが国際的に認められるとい



- 9 - 

 

うことが非常に大事だと思っております。 

 次、お願いします。今申し上げたようなことを実現するために自動車業界、ＪＡＭＡと

しても国連のAutomotive―ＬＣＡに参加しております。この中でＬＣＡ手法の国際標準化、

ガイドライン策定を行っておりますので、ここに本会議で議論しているようなところが反

映できるようにという活動を行っております。詳細は次のページでお願いします。 

 国連のＷＰ29、基準調和の会議体ですけれども、国交省様に議長となっていただき、そ

の中で、素材及びサイクルのサブグループをＪＡＭＡとしてリーディングさせていただい

ております。この中で自動車カーボンフットプリント算定で日本の取組が公正に評価され

る環境づくりを目指しています。 

 次、お願いします。特にＧＸスチールという観点で申しますと、左側にありますように、

現ＩＳＯの解釈を一歩踏み込んでChain of Custodyを提案しております。これはＧＸスチ

ールにつながる概念だと思っておりますけれども、各国の政策分野とこれは非常に密接に

関連していて、シンプルにいいねという状況ではなく、参加国の中からいろいろな意見が

出ている状況でして、引き続き国交省様と連携し、我々としての意思がここに入るように

取組を進めてまいります。 

 これも先ほどの事務局に準備いただいた資料に入っていましたけれども、国際基準への

調和というのは非常に重要だと思っております。 

 我々自動車工業会として、Automotive―ＬＣＡの中で取組をしておりますけれども、そ

れと対をなす形でＩＳＯやＧＨＧプロトコルなど、国際ルールの中で、カーボンフットプ

リント価値が認められるよう、引き続き鉄連の皆様をはじめとして御協力をいただきたい

と。 

 また、使用を促進するためのＣＥＶ補助金など、今後ＧＸ部材、素材の活用に向けては、

このAutomotive―ＬＣＡ、もしくはＩＳＯといった国際ルールを反映した運用をお願いし

たいと思っております。 

 短いプレゼンでしたけれども、ＪＡＭＡとしてＧＸスチールに対して、このような考え

方を持って取り組んでおりますので、引き続き御協力いただければと思います。ありがと

うございました。 

○工藤座長  御説明どうもありがとうございました。そうしましたら、ここまでの事務

局並びに関係者の方々からの御説明に対して皆様から御質問、もしくは御意見等を頂戴で

きればと思っております。いつものとおり御発言のある方は、対面で御参加の方は挙手を
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お願いします。オンラインで御参加の方はチャット欄に御発言を希望される旨を御記入願

えればと思います。では、どなたからでも結構です。御質問等ありますか。 

 私から１点だけ。ＪＡＭＡさんに確認したいのですが、国連のＡ―ＬＣＡの取組という

のは、あくまでも自動車業界にフォーカスをした物事の捉え方として働きかけが行われて

いるのかという話と、国際標準はたくさんあるのですけれども、この規格のそういった国

際的な影響力といいますか、そのようなものは一体どのようにお考えなのかを教えていた

だけるとありがたいと思います。 

○秋和オブザーバー  逆に自動車ではないところの知識が欠けているものですから、自

動車としての観点で御説明しますけれども、車に関しての認証ですとか、もろもろ幅広い

規制というか制度、それを国際的に調和する上位概念を決めているのが、この国連のＷＰ

29という活動体だという理解です。 

 その中で、ＡはAutomotiveと書いてあるとおり、自動車に関してＬＣＡという制度をど

う国際的に調和してつくっていくかという取組をしている会だという認識です。質問の答

えになっていますでしょうか。 

○工藤座長  ありがとうございます。そうすると、ここで決められたものは、各国の自

動車メーカーさんにとって一定の強制力がある。 

○秋和オブザーバー  ここで議論され決まったものがそれぞれの国の法制なり制度なり

に盛り込まれた場合、それを自動車会社としては遵守するという構図になっています。 

○工藤座長  そういうことですね。どうもありがとうございます。 

 ほか何か御質問、コメント等おありですか。どなたからでも結構です。では、吉高委員、

お願いします。 

○吉高委員  どうもありがとうございます。まず、事務局からの御説明で、成長戦略の

中でＧＸのほうだけではなくてマテリアルのほうでもしっかりグリーン鉄が議論されてい

たというのは、私も会議に入らせていただいて、これまでレアアースばかりに注目された

ものが大方の委員がバリューチェーン全体、廃棄も含めてのこの素材の重要性というのを

口々に意見されていたのは非常に印象的だったので、今回の我々のグリーン鉄の検討会と

いうのは非常に有意義なことだったのではないかと思って評価させていただいております。

引き続き、このフォローアップでもぜひ頑張っていただければと思っています。まず、そ

のコメントと、あとはゲストの方の説明に質問です。 

 まず国交省の方のですが、これは非常に重要な法律だと思っております。と申しますの
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は、私がいろいろな企業のサステナブルなアドバイザーをさせていただきますと、投資家

が内部留保関連で不動産についての価値を言うアクティビストに対し、不動産の価値に対

して単なる使用時だけではなくて、新しく開発するところから使用全体まで、例えばＲＥ

ＩＴにもそのような価値への関心が増えている中で、重要な視点だと思う。こうなるとＥ

ＳＧというだけの問題ではなくて、資産価値、アセット価値そのものです。この視点から

法律を活用するということも議論されているのかお聞きしたいと思いました。 

 グリーンスチールの削減実績量、このグリーン鉄に関しては、経産省のほうが内閣府の

知財の国際標準の中でちゃんと提案をされていて、国際的に進めていこうとされているの

ですけれども、こちらのほうはまだ拝見していなかったので検討されているのか、国際標

準にのっていかないと海外のアクティビストからは評価されないと思うので、検討されて

いるのかぜひお伺いしたいと思いました。 

 もう一つ、ＪＡＭＡさんのほうなのですけれども、国際ルールに関しまして、さっき申

し上げたグリーンスチールのほうは経産省が内閣を通じて予算も提案されていますが、本

件は国交省のほうで検討されていますでしょうか。それも確認させてください。 

 この２点ございます。よろしくお願いいたします。 

○工藤座長  ありがとうございます。では、まずは国交省さんから。 

○髙木住宅局参事官（国土交通省）  御質問ありがとうございます。御指摘のとおり海

外投資家を中心に環境不動産への関心が非常に高まってございます。 

 こうした中で、先ほどこうした検討を行うに当たっては、金融庁様とも連携をして対応

させていただいていまして、金融庁様のほうでは、新たに有価証券報告書の中のスコープ

３、サステナビリティ情報開示の取組も併せて取り組んでおられて、そことも連携しなが

らやってございます。 

 いずれにせよ、こういった不動産の取引においてサステナビリティ情報がより重要にな

ってきていて、この施策もその一環としてきちんと対応していければと思ってございます。 

○工藤座長  ありがとうございます。では、ＪＡＭＡ様、お願いします。 

○秋和オブザーバー  今御質問いただきました自動車産業としての国際標準への働きで

すけれども、やはり認証制度とかを所管されている国交省様が、先ほどのＬＣＡの各国の

法制度の上位概念のところのリーディングをしていただいていますので、この会に関して

は、国交省様に協力すべく今我々としてもサブグループのリーダーを務めています。 

 もちろん、自動車全体としては、今日も来ていただいている前田さんをはじめ自動車課
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の皆様に全体としてもろもろの制度、特にこの低ＣＯ２化等々、全体的に常にコミュニケ

ーションを取りながら進めていると思っています。 

○工藤座長  吉高委員、よろしいですか。――ありがとうございます。アセットとして

の価値があるというのはとても興味深いですね。エネルギーのフローではなくて、あくま

でもアセットとして価値を持つ。そういう評価が今出されてきているということをとても

興味深く伺いました。ありがとうございました。 

 ほか何かございますか。どういったことでも結構ですけれども。――これは私から事務

局に聞いていいのかどうか、最初の資料、非常にたくさんの情報が網羅されていてとても

勉強になりますし、多分これまでのフォローアップ会合、その前の委員会等の資料の時系

列的な変化みたいなことを知る意味でもとても貴重な情報だと思います。一方で、非常に

多様な取組が様々な素材等でも出ていますよということが出ていたときに、先ほどのＪＡ

ＭＡさんのようなお話もそうなのですけれども、結局コアにあるのは、環境的な取組を評

価する方法がどのように行えますかということを各所でいろいろ検討されているというの

はよく分かりました。 

 先ほどの住宅関係のところでも多分恐らく同じような発想なのですけれども、知りたい

のは、そこの方法論に対する基本的な考え方は、皆さん、ある意味、共通の出発点でやら

れているのかどうか。恐らくそれぞれの分野の特徴に応じていろいろ計算方法なりを考え

る。これは普通だと思いつつも、やはりＬＣＡ等の手法というのは、いろいろな意味で共

通の算定方法でやらないと、本来、比較をすることが適切か否かという議論もあるとは思

うのですが、その辺、皆さん同じような考え方、出発点としてやられているのか、これは

グリーン鉄の事務局がやる必要があるかないかというまた別の議論があるのですが、その

辺、何かしら把握されているかどうか教えてください。 

○鍋島金属課長  これはちょっと私も専門ではないですけれども、当省のＧＸグループ

と環境省のほうで一緒につくっている国全体のカーボンフットプリントガイドラインがあ

りまして、そこで大きな考え方を決めた上で、今はその考え方に沿って、例えばアルミニ

ウム協会であるとか、鉄連もそうかもしれませんが、各業界でガイドラインをつくってい

っていると、そんな状況だとは認識しております。 

○工藤座長  ありがとうございます。多分これだけ多様なところから出てくると、最終

的に使おうとか、そのデータを理解しようとする方々が、みな同じなのか否かというのが

だんだん分からなくなってくる可能性があるので、今おっしゃった国のカーボンフットプ
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リントのガイドラインが出発点になっているということは、関連する省庁なり機関の方々

も明確に銘打っていただきながら、いろいろなガイドライン等の説明をしていただくとい

うのは、今後、社会的な認知度なり正確な理解を進めることに非常に重要なのかなと感じ

た次第です。河野さん。 

○河野室長  ＧＸグループの河野です。 

 今の話は、まさに経産省、環境省としてガイドラインを過去整備してきておりますが、

ＣＦＰのガイドライン、これも2023年なので、３年ほど前につくったものになっています。

これがある意味、分野横断的なガイドラインということになってございますが、今そのガ

イドラインの後ろにあるＩＳＯの基準自体の改訂が進み始めています。また、ＧＨＧプロ

トコルをはじめとして、いろいろなイニシアティブが追加で出てきています。 

 これらに対して、個別にもちろん対応はしていくのですけれども、全体として日本政府

としてどうしていくのかということは、改めて必要に応じて検討していきたいと考えてい

るというのが現状の問題意識でございます。 

 すみません、補足的ですけれども、以上です。 

○工藤座長  ありがとうございます。恐らく国際標準等については、後ほどまた後半で

議論があるとは思いますけれども、ぜひ今そういう形でベースになっているものがある。

それからそのベースになっているものがまた改訂作業が動いている。そのような情報は適

宜関係する方々と共有していただきながら、ある意味リスクですよね。変化するリスクが

あるということを踏まえて、いろいろ検討を加えるということは大事なのかなと伺ってい

て感じました。どうもありがとうございました。 

 ほかはいかがでございましょう。何かございますか。秋元委員、どうぞ。 

○秋元委員  御説明いただきまして、ありがとうございました。オンラインから失礼い

たします。資料について、取組について非常に包括的にいろいろなことをされていて、取

組も進展していると思っています。 

 その上で、ほかの委員会でも発言していて、同じ繰り返しかと思われるかもしれません

けれども、この委員会でも申し上げておきたいとは思うのですが、私の理解はやはり気候

変動対策が世界でまだら模様化しているという状況だと思っていまして、引き続きカーボ

ンニュートラルに向かって取り組んでいかないといけないということはそのとおりだと思

いますし、そうあるべきだと思いますが、世界はやはり多様で、そこに向かっていってい

ない国もたくさんある中で、まだら模様化していくと、一層このグリーン鉄というところ
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のやり方が難しくなってくるという思いを持っています。 

 その上で申し上げると、鉄スクラップを活用して電炉化をしていくというところで、非

常に重要な取組だと思っていますが、ここでは例えば13ページ目でいっても、政府の支援

は、設備に対して３分の１補助しか出ていないと。そうすると、残りの３分の２をどうす

るのかという議論と、あとオペレーションの部分でコストがかさんでくる部分をどうして

いくのかということで、民間企業だけの競争環境でこれが世界みんな足並みをそろえてや

っていくという状況であると企業としてもやりやすいと思うのですけれども、そうなって

いなくて、ますますそういうまだら模様化している状況の中で、残りをどうしていくのか

というのは、やはりもう少し政府が後押しする部分がないのかということをよく考えてい

く必要があるかと思います。 

 もちろん、そういうことを考えられた上で、需要をつくり出すということで、政府の調

達を考えられたりしていると思うのですけれども、まず政府の調達に関して、これまで以

上に世界の状況を考えると増やしていかなければいけないと思いますので、そこをさらに

御検討いただきたいということ。鉄スクラップを国内で回していくということは、エネル

ギー安全保障上、経済安全保障上とても重要だと思いますが、もともと経済合理的に海外

のほうが高く買ってくれるので回っていたという部分があるわけですので、それを国内で

とどまらせようと思うと、経済安全保障上の問題等が発生する場合には、なかなか民間企

業で対応するというのは難しいところがあるのです。ここに関しても考え方はそのとおり

だと思いますが、それを促すためには何らかの政府的な補助、規制だけではコストを上げ

てしまいますので、規制というのもあるかもしれませんが、規制ができるというのは海外

も含めて足並みがそろっているときはいいのですけれども、そうではないところでいくと

補助という形もより強化しながら、サイクルを回していかないといけないと思っています

ので、ぜひともそういう視点の中で、一層政府の役割が増してきていると思うので、しっ

かりやっていただきたい。 

 もちろんやっていらっしゃることを理解した上でということで申し上げておりますけれ

ども、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

○工藤座長  秋元さん、どうもありがとうございました。これは委員会というよりはフ

ォローアップ会合なので、何かしら決める場所というよりはいろいろな意見を出していた

だいて、そこで問題点はどうだということを議論し、参加者それぞれが共有していただけ

ることが期待されているのかと思っています。ただ、今御指摘になられた点は、業界の方
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からも何かしらコメントはあるかと思いますがいかがでしょうか。これは決める場ではな

いので、もし何かしら印象等があれば御意見をいただければと思いますが、いかがでしょ

うか。特にないですか。手塚さん。 

○手塚オブザーバー  ＪＦＥスチールの手塚です。今の話にも少し絡めて、全体的な面

でのコメントをさせてください。 

 この研究会、大分言われていますけれども、よくここまで来たなと思っています。実は

初期の頃から鉄鋼はグリーン鉄を作るに当たって非常に大きなコスト負担をすることにな

るので、このコスト回収のための仕組みが技術とは別にどうしても必要だということを申

し上げてきました。こうやって需要創出、あるいは需要をきれいな形で使っていただくた

めのいろいろな制度化の話が整ってきたということで、大変感謝をしております。 

 また、政策的な需要、公共投資、あるいは民間投資、民間の需要に関してもいろいろな

制度的なバックアップをいただくということが端緒についているということも大変感謝を

している次第です。 

 ただ、あえてこれから先のことを申し上げますと、すぐにということではないと思うの

ですけれども、実はこれ、我々の立場からするとコスト回収のための仕組みが必要だとい

うことを申し上げているのですが、なぜそれをやっているか、コストの高いものを作って

いるかというと、それは価値を提供しているからコストが高いものを買ってもらえるとい

うのが本来の姿なのです。 

 ところが、ここでの議論は、その価値はどこにあるのですかという話は実はあまり見え

ていなくて、先ほど吉高さんがちらっとおっしゃいましたけれども、建築物がグリーンに

造られたものはアセットとしての価値が発生する。それにその建築物を使う、あるいは利

用する人たちが価値を見いだして使ってくれることで初めてこのコストというのは回収さ

れていく形になっていくわけです。 

 それ以外の製品も、そこにグリーン鉄が使われていることによって、最終的にはそれを

使う人、あるいは消費者が価値があると思ってくれるようなところまで、この政策的なバ

ックアップを橋渡ししていただかないと、最終的な需要供給の仕組みまでいかないリスク

があるかなと思います。 

 難しいのです。鉄は製品の中で使われていても、見えなくなってしまいますので、「イ

ンテル入ってる」ではないのですけれども、何らかの形でグリーン鉄が使われていくこと

の価値を最終的な市場、最終的には需要家の側でも反映されるようなものにしていくため
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のアイデアみたいなこともこれから検討していただくのがいいのかなと思います。今はま

だ大きな量ではないし、端緒についた段階だと思うのですけれども、並行して、例えば私

ども、あるいは日鉄さんの超大型革新電炉からの製品が世の中に出始める頃までに、そう

いうものの道筋がついていくということがとても大事ではないのかと思います。 

 このことができていけば、実は先ほど秋元さんがおっしゃった国際的な競争、あるいは

国際的な認知ということにも実はつながっていて、日本ではそういう環境プレミアムを評

価してくれる需要というのが出てくる、そのための政策ができている。そうなってくると、

日本以外の需要家もそのように動いてくるチャンスが出てくるのかなと。ちょっと楽観的

なコメント過ぎるかもしれませんけれども、そういうところにつなげていくということを

ぜひ御検討いただければと思います。 

 以上です。 

○工藤座長  どうもありがとうございます。事務局の資料を事前に拝見したときに多様

な動きが出ていることと、もう一つは、グリーン鉄に期待するものが海外の市場での、言

ってみれば競争力の観点もあれば、国内での脱炭素化的な観点もあるなど様々なのです。 

 一方で、やはりポイントになっている１つが需要創出。価値を認めるということは需要

が創出されるというところで、そこはまさに今ＧＸグループのほうで難しいけれども、検

討していて、かつ環境省のほうでも検討している。国交省さん等がやられているものも需

要創出を行うためのいろいろな工夫を今まさに試し始めているというところなのかなと思

います。 

 ですので、そのような多様な視点でこのグリーン鉄というものを皆さんが見ているとこ

ろをどうやって具現化していくのかといったところはまさに求められているところである

し、現在進行形だし、かつエミッショントレーディング等も今動き出したところですので、

そこのコストを回収するというか、そのコストが、では今後どうなるのかというようなと

ころもまた不確実なところがあるので、今御指摘のあったとおり、将来的なシナリオとし

てどういう可能性があるのか、どういうパスを考えるといい方向に行くのかみたいなこと

も併せて今のうちに考えておくということが結構大事なのかなとお話を伺っていて感じた

次第です。どうもありがとうございました。 

 ほかいかがでしょうか。よろしいですか。 

     （「なし」の声あり） 

 そうしたら、また後半部分のディスカッションの中で、前半にも引っかかるようなとこ
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ろが出てきたら改めて御指摘いただければと思いますので、フォローアップ会合で、かつ

決める場所ではございませんので、リラックスして、かつ大事なポイントをぜひ御指摘い

ただけると、今後生かされていくのかなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

 そうしましたら、後半の議題について事務局から資料の説明をよろしくお願いします。 

○鍋島金属課長  では、後半の議題につきまして、資料の30ページから御説明差し上げ

ます。 

 30ページですけれども、国際標準に係る動きということでまとめております。 

 まず31ページですけれども、直近の動きの１つとしまして、本年１月にマスバランスの

国際規格、ＩＳＯ22095-2とブックアンドクレームの国際規格ＩＳＯ22095-3が発行された

ということでございまして、こうした国際規格の発行によって、環境配慮素材の利用に当

たりまして、マスバランスやブックアンドクレームといった手法の利用に弾みがつくこと

を期待しております。 

 32ページでございますけれども、ＧＨＧプロトコルの側でも動きがございまして、３月

31日にActions and Market Instruments（ＡＭＩ）のWhite Paperというものが公表され

ております。 

 このWhite Paperの中では、マルチステートメントＧＨＧ算定報告構造を導入すること

が提案されておりまして、これは物理的なＧＨＧインベントリとは別にマーケットベース

ドＧＨＧインベントリ等を設けると、こういう提案になっております。 

 33ページですが、ＡＭＩ White Paperによりますと、こういう仕組みは様々なスタンダ

ードの上に策定されるセクター横断的なスタンダードになるということを書いてございま

して、ただ、検討の初期段階なので、勘案されるべき排出削減行動の範囲、利用可能なマ

ーケットインスツルメントの範囲については、これから検討を深めていく段階となってお

ります。 

 この評価については、まさに御議論いただければと思いますけれども、こういうマーケ

ットインスツルメントを活用可能とすることで産業分野の脱炭素化投資を促していく方向

性自体については、本研究会がこれまで議論してきた方向性と親和性があるのではないか

と考えております。 

 34ページですけれども、これはちょっと御紹介です。日韓グリーンスチール共同セミナ

ーというものを行っておりまして、毎年１回なのですけれども、昨年12月に３回目のセミ

ナーを開催いたしました。 
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 日本側からは本研究会の検討内容をなどについて御説明しましたけれども、韓国側の関

係者からも含めて活発な質疑応答がありました。韓国側からも低炭素鉄鋼生産に係る取組

の紹介がございまして、下にちょっと書いてございますけれども、韓国では昨年11月に鉄

鋼特別法というものが成立しまして、グリーン鉄の推進体制を整えているという状況でご

ざいます。 

 35ページ以降で欧州の動きについて御説明しております。 

 36ページですけれども、欧州炭素国境調整措置、いわゆるＣＢＡＭについてまとめてお

ります。今年の１月から輸入に係る賦課金を伴う本格実施期間が開始されております。昨

年の12月ですから制度が開始される直前ですけれども、実測値を用いないときの暫定値と

いいますか、国別・製品別デフォルト値も公表されておりまして、実測値を使わない場合

はデフォルト値を使うことができるという仕組みになっております。 

 37ページですけれども、この12月に公表された国別デフォルト値などを見ていきますと、

日本産品のデフォルト値は悪くないというところでございまして、ＣＢＡＭ報告時に実測

値ではなくてデフォルト値を用いてもＥＵへの輸出については、価格競争力を一定程度維

持できると見ております。 

 ただ、これは制度的には実測値を用いることのほうが望ましいとされておりまして、デ

フォルト値を用いた場合には徐々に不利になっていくという制度設計になっておりまして、

中長期的には、このＣＢＡＭの報告に当たって実測値を活用していくというニーズが高ま

っていくのではないかと見ております。 

 昨年、経産省で調査事業を行いまして、いろいろと実務関係者を中心に議論させていた

だきましたけれども、鋼材のトレースができる場合、つまり使っている部品の鋼材がどの

会社のものかとか、そういうことが特定できる場合は、鉄鋼メーカーに直接連絡を取るこ

とによって実測値を聞き出して使えばいいということなのですが、店売りの鋼材というこ

とで問屋さんなどから買う鋼材の場合は、どのメーカーの鋼材なのか直ちに分からないと

いうことも実態としてあるということで、その場合には鋼材のトレースから始めていかな

ければいけないということが議論として出てきました。 

 ただ、こうしたトレースをするためのデータ連携基盤というのは、このＥＵ―ＣＢＡＭ

で、かつ鉄鋼派生品でというようなことで、ＥＵに輸出する人だけしか使わないようなデ

ータ連携基盤になってしまいますので、利用者が増えないと、なかなかそういう基盤をつ

くり出すことは難しいのかなと、こんな議論になっております。 
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 38ページですけれども、エコデザイン規則について直近の動きを御紹介いたします。こ

のＥＵのエコデザイン規則というものは、今後、製品のライフサイクル全体の環境負荷を

低減するという観点でＥＵのほうで進めていくというようにされているところですけれど

も、鉄鋼についてはトップバッターとして細則をつくるということで、2026年中にもそう

いう規則をつくるということを目指すこととされております。 

 それでＥＵ委員会のJoint Research Centerというものがございまして、この担当部局

からの委託を受ける形で、先般、この規則策定のための基礎資料集というものを策定して、

４月13日にステークホルダー会合において意見を聴取するというようなことがございまし

た。日本からも経産省と鉄鋼業界関係者が出席して意見を述べてきたところでございます。 

 この基礎資料集には、デジタル・プロダクト・パスポートの鉄鋼に関係する部分に関す

る資料も含まれています。また、鉄鋼製品の環境性能クラス分けの案も含まれているとい

うところでありました。 

 ４月13日の会議に出席しますと、ＥＳＰＲとＣＢＡＭの報告内容、報告ルールは将来的

に統合していく方向性であるということが説明されました。また、鉄鋼製品でＥＳＰＲの

活用を求める派生品の範囲につきまして、要するにＤＰＰを経由して鉄鋼品の情報を運ん

でいくべき製品の範囲について、ＥＵとしてはオープンに考えていると。つまり非常に幅

広い範囲の製品に対して、こういう鉄鋼製品の情報を載せて伝達していくということも手

段として考えている、オプションとして考えているというような説明がありました。 

 39ページですけれども、今回提案されたＤＰＰの案では、鉄鋼のヒート番号ごとに管理

をすると。ヒート番号というのは電炉でも、あるいは高炉でも炉１杯ごと、高炉の場合で

すと取鍋の１杯ごとということだと思いますけれども、それごとにカーボンフットプリン

トであるとか、リサイクル材の含有量とか、そういうことを製造事業者等々の情報ととも

に管理していく、こういう案が提案されたところです。技術的にできるであろうから、こ

ういうのを厳密にやったらいいという提案でありました。 

 40ページは、鉄鋼製品の環境クラス分けということですけれども、これは単純に製品カ

ーボンフットプリントの取引量を勘案して５つのカテゴリーに分けますと。上位２つのカ

テゴリーのところが政府調達の対象になるのですが、これはカーボンフットプリントで取

引量ベースで30％までが含まれるようにするということで、多くは電炉材で、一部高炉材

が含まれるというものになっています。 

 レポート上はHigh、非常に悪いもの、というものに外国材が軒並み並んでおりまして、
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輸入されるものは基本的に悪いのだ、ぐらいのことになっておりまして、これも当然、私

たちからも意見は提出しております。 

 41ページは、産業加速法でございまして、これは３月４日に公表された案でございます

が、エネルギー集約産業（鉄鋼、アルミ、セメント）、ネットゼロ技術、自動車産業にお

ける域内産業力の強化を目的としたものでありまして、需要創出ということで政府調達、

グリーン調達の対象などがいろいろ書かれているところです。 

 この政府調達等の対象となる製品については、ＥＵ原産要件と低炭素要件を設定すると

いうことになっておりまして、ＥＵ原産要件につきましては、原則としてはＦＴＡ協定を

結んでいる国等々が原産要件を満たすとなっております。 

 低炭素要件については、先ほど申し上げたエコデザイン規則において細則が設定される

ということになっておりますので、先ほど申し上げたとおり、エコデザイン規則のところ

と連動して、この政府調達の範囲などが決まっていくのであろうと考えております。 

 42ページは参考までにということで、鉄鋼材において再生材使用比率を使うということ

については、環境改善の指標として妥当かどうかは検証の余地があるのではないかという

ことで資料を１枚載せております。 

 43ページ以降でＧＸ価値の情報伝達スキームということで資料をまとめております。 

 44ページですけれども、サプライチェーンでのグリーン鉄情報の伝達に係る調査事業と

いうことで、これは前回の昨年10月のフォローアップ会合でも御報告しましたが、そうい

う調査事業を実施することにしておりました。 

 調査事業では、委員３人による検討会を設置しておりまして、座長には工藤先生にお願

いしまして、原委員にも御参加いただきました。委員とオブザーバーが参加し、富士通株

式会社の委託研究という形で調査を行ったところです。 

 どんな調査結果になったかということに関して、報告書自体は本日の資料の添付資料に

つけておりますけれども、今から数枚で概要を申し上げます。 

 まず、調査におきましては、関係事業者に対してヒアリングを行いまして、どんなニー

ズがあるかユーザーのニーズを伺うという格好にしました。 

 自動車業界からは、グリーン鉄の国際的な定義は確立されていないので、車両ベースの

ＣＦＰを開示するに至っていないと。目標としてはやはり車両のＣＦＰを開示し消費者に

訴求したい、プレミアムを感じていただきたい、というのが目標だけれども、それが現状

では困難だというようなお話がありました。 
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 下から２つ目ですが、こういう鉄鋼の実務を扱っている鉄鋼商社の皆様方にもヒアリン

グしましたが、コイルセンターという鉄鋼のコイルを切っている工場では、グリーン鉄と

か非グリーン鉄とかそういうものを管理できるけれども、その後の部品の加工会社までい

くと、どのコイルがどの部品になった、というようなところまでトレースするのは難しい

のではないかというお話がありました。 

 あと鉄鋼メーカーにもヒアリングしましたが、グリーン鉄の証書というのは、ＰＤＦと

か紙ベースで発行されているということでありました。 

 46ページです。検討会におきましては、グリーン鉄の価値に関して、価値が使えない、

価値が届かない、価値の負担をどのようにするか、いろいろな問題があるけれども、価値

が届かないという、消費者にどうやって価値を届けるかという、そういう問題に集中して

検討を行ったところです。 

 それで順々にどういう検討を行ったかを説明すると、47ページですが、まず価値を伝え

るというところで、厳密に部品一個一個にどんな鉄が使われているかという厳密なトレー

サビリティを行っていくということは、論理的にはあり得るということですが、先ほどの

ヒアリングの結果でもありましたが、あまりにも厳密なトレーサビリティを確保するとサ

プライチェーンの各所に負担がかかると判断いたしました。 

 なので、この調査事業におきましては、環境価値が過不足なく消費者に対し、量として

伝わるということを追求するということで、どういう仕組みが可能か検討したところです。 

 48ページですけれども、情報連携基盤が必要かどうかというところも検討いたしました。

今グリーン鉄として取引されているのは、鉄鋼メーカーから、直接ユーザーの工場、つま

り、最終組立て工場とか最終製品の工場に卸されている、あるいは取引されているという

ものが主流で、こういう場合であれば、当事者間で連絡すればいいだけなので、複雑な情

報連携基盤は不要ですと。ただ、そうした取引は、全体の鉄鋼使用量の中では一部にすぎ

ないということで、もっといろいろな形でグリーン鉄が流通していく場合には、そういう

直接取引だけではボリュームとしては不十分であろう、そういうような状況になれば、加

工メーカーなどサプライチェーンをつなぐ価値伝達の仕組みが必要となってくるのではな

いかと、こんな議論を行いました。 

 49ページですけれども、伝達するデータの定義ということで、この事業で伝達するデー

タは４つほど、カーボンフットプリントとか削減実績量というように決めまして、それで

検証を行いましたが、この４データは技術検証の観点で取りあえず選定したというもので
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ございまして、将来のデータ連携基盤構築時に何を流すかは、また要検討だと考えており

ます。 

 50ページですけれども、データを流すという意味では秘匿性、それから途中で勝手に改

ざんされないといったようなことが必要で、ブロックチェーンを利用した情報基盤におい

ては、そういうことができるのではないかということで、富士通株式会社におきまして、

実際に基盤を構築、モデルのようなものを構築していただきました。その上で運用に当た

ってどういう課題があるかということを検証していただきました。 

 51ページですけれども、その検証結果ですが、ブロックチェーン技術を活用したデータ

連携基盤上にデータを流す。それでデータがきちんと送れるという、これは確認できたわ

けですけれども、ただ、そうした基盤を使っていろいろ運用を考えていくと、構築以前に

検討しなければいけないよね、というような課題も特定されたところです。 

 その中にはグリーン鉄の利用量、一体幾ら以上、どういうものがグリーン鉄というのか

というような明確な定義がないのではないか、あるいは鋼材の取引情報、ＥＤＩ情報につ

いて、まだ業界統一的なものがないので、グリーン鉄の情報連携基盤に手入力でデータを

入れなければいけなくなる可能性もあると。それから、ブロックチェーン技術自体は非常

に堅牢なのだけれども、データ入力の際のごまかしなどをどうやって防ぐかも課題である

と、そういったいろいろな課題があるということが浮かび上がってまいりました。 

 その次のページですけれども、実際にデータ連携基盤をつくっていくときにも、いろい

ろ留意点があろうかということで、ＩＰＡであるとか、いろいろな関係者にもヒアリング

いたしました。データ連携基盤をつくるときに、昔の考え方ですと集中型管理ということ

で誰かが全部情報を吸い上げるということが主流でしたが、それですと、こういうサプラ

イチェーンの情報連携基盤をつくろうとすると、どうしても皆さん秘密情報を出したくな

いということになって、うまくいかないと。 

 それでＩＰＡであるとか経産省では、ウラノス・エコシステムということで、もう少し

分権的に、データ主権をそれぞれの人が持ったような形でのデータスペースをつくってい

こうという考え方で、今いろいろな取組を進めております。 

 こうした考え方に沿って、データ連携基盤をつくっていくのがいいとは思いますが、他

方で完全な分権型のデータスペースをつくっていくというのは究極の目標でありまして、

当面はやはり誰か、どの業界かがリーダーシップを取っていかなければいけないというこ

とであります。需要業界でアプリケーションを準備していくのか、鉄鋼業界でアプリケー
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ションを準備していくのかといったところは決めていかなければいけないと、こんな話も

ございました。 

 ということで、53ページですけれども、総括といたしましては、データ連携基盤を構築

することで、グリーン鉄の流通量が、今の直接取引だけの状況から、サプライチェーンを

流れていくような流通量になったときにも、最終ユーザーにグリーン鉄の価値情報を伝達

していくことが、データ連携基盤をつくれば可能になる、そういうことは分かってきまし

た。その際の注意点は幾つかありまして、厳密なトレーサビリティを追求するというのは

サプライチェーンへの負担が大きいのだということ、それからデータ連携基盤構築に当た

っての前提問題が幾つかありまして、グリーン鉄の定義、あるいは鉄鋼取引情報のデータ

連携基盤への自動取込み機能をどうやってつくるか、そういったことについての検討も必

要なのだろうということが分かりました。 

 それから実際にそういう基盤構築を行っていくに当たってはデータスペースの考え方を

参照しつつ、誰がどのように何か優先して連携していくか、といった構築の在り方を検討

していくことも必要だという結果になったところです。 

 以上、調査事業の概要ということで、後ほど富士通株式会社のほうからも補足いただけ

ればと思いますが、御紹介いたしました。 

 最後に、59ページ、まとめ／今後に向けてということで、事務局説明資料を１枚、概要

をつけておりますが、前半の議論でもございましたが、いろいろな取組が今進んでおりま

す。鉄スクラップの確保であるとか、公共工事におけるグリーン鉄の活用、それから建築

物ＬＣＡ、造船分野でのグリーン鉄利用、こんな取組が進んでいっております。 

 それから国際標準への反映という意味では、ＩＳＯ規格の策定、ＧＨＧプロトコルでの

White Paperの公表など、そういう動きがありましたし、経産省の中でも調査事業を行っ

て、お客様、最終ユーザーにどうやってこのグリーン鉄を使った製品であるということを

伝えるか、というような検討も行ってまいりました。ほか素材での取組も進んでいってお

ります。 

 一方で、少し気になる動きとしては、ＥＵの中でのグリーン鉄の議論が進んでいるとい

うことです。どういう趣旨かつどういう方向で検討が進んでいくのかよく分からないとこ

ろも若干ございますので、本研究会のこれまでの検討も踏まえながら、今後もＥＵ当局と

のコミュニケーションを行ってまいりたいと考えております。 

 事務局説明資料は以上です。 
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○工藤座長  どうもありがとうございました。最後のほうの実証的なことをやっていた

だいた富士通さん、何か追加的なコメントがあれば、いただければと思います。いかがで

すか。 

○村上シニアディレクター（富士通）  富士通の村上と申します。 

 特にコメントとかはないのですけれども、この場をお借りして調査事業に御協力いただ

いた方々に御礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。 

 引き続きグリーン鉄の市場拡大に向けて尽力させていただきたいと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

○工藤座長  ありがとうございます。そうしましたら先ほどと同様、御質問、コメント

等があればということで、稲葉委員、どうぞ。 

○稲葉委員  稲葉です。よろしくお願いします。 

 国際標準のところに私、参加しているものですから、コメントというよりも悩みを聞い

てもらいたいのですけれども、31ページ目にマスバランスモデルというのがあって、これ

が今非常にホットな話題になっています。ここに書いてあるように、特定の特性、つまり

バイオマス由来とかリサイクル素材由来とかいうものを、できてくる製品に割合自由に割

り振る、アトリビューションするというのがマスバランスです。 

 これをやりますと、この製品はバイオマス100％であるとか、リサイクル100％であると

か言えるので、みんなそれに着目しているわけですけれども、実は言えるのはそこまでで

あって、ＧＨＧ排出量が幾つであるということは関係ないのです。ですからリサイクル率

が幾つであったときに、それをＧＨＧ排出量に換算するというのは、その次のＬＣＡの計

算の仕方であり、カーボンフットプリントの計算の仕方であるわけです。 

 それが例えばカーボンフットプリントですと、32ページとか33ページとかのＧＨＧプロ

トコルと一緒になってくるわけですけれども、私の悩みは何かといいますと、今ＬＣＡの

ほうでは14077番という改訂が行われていて、14067、カーボンフットプリントの改訂もあ

るわけです。 

 その中で、マスバランスモデルがどのように議論されているかといいますと、昔からの

ＬＣＡ、昔からのカーボンフットプリントは１つの製品、１つのプロセスから２つ以上の

製品が出てきたときに、単位重量当たりの価格が高いほうがＣＯ２をたくさん持っていく

のです。 

 例えば申し上げますと、豚１頭つくるときのＣＯ２は、肉とホルモンとに分けるとしま
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すと、肉のほうが１キロ当たりの単価が高いので、ＣＯ２は１キロ当たりは肉のほうがた

くさん持っていくのです。これは豚のときとか、鉄鋼でいえば、鉄製品とスラグの割り振

りとか、そういうときにはそれで今まで通ってきたのです。ところが、グリーン鉄という

のが出てきますと、グリーン鉄とそうでないものとに割り振るときに、グリーン鉄のほう

がＣＯ２は少ないわけです。ＣＯ２が少ないものを単価を高く売りたいのです。豚の例を

もう一回思い出していただくと、単価が高いほうがＣＯ２をたくさん持っていくのです。

ところが、このグリーン鉄、もしくはマスバランスの結果として出てくる製品というのは、

ＣＯ２が少ないほうが高いのです。 

 そうすると、今までのＬＣＡのやり方、カーボンフットプリントのやり方と根本的にそ

ごがあるのです。それをＩＳＯの14077番、もしくは14067、カーボンフットプリントのと

ころでどうやって解決していくのかというのが、今、本当に国際標準の議論の中で、私が

役割を果たさなければいけないのですけれども、非常に悩ましいところだなという愚痴を

聞いていただきたいと思って、今発言しています。 

 結局、先ほど手塚さんもおっしゃっていましたけれども、価値というのをどのように決

めるか。今までの価値というのと、これからのＣＯ２が少ないものが価値があるのだとい

う、その考え方自体が今までのＬＣＡ、もしくはカーボンフットプリントの計算と相入れ

ないという局面に今なってきていますので、それを何とかして解決していかなければいけ

ない。 

 ただ、私が思うのにＩＳＯの規格というのは、皆さんがやっていることを統一していこ

うというのが根本的な考え方ですから、皆さんのビジネスの中で、結局ＣＯ２が少ないも

のを高くやり取りするのだという制度といいますか、そういう慣習といいますか、そうい

うものが定着してくると、ＩＳＯのほうもそれに合わせるという形になってくるのではな

いかと思っています。 

 ですから、ＩＳＯが最初にあるのではなくて、やはり皆さんのビジネスの中でどのよう

にあるべきかというところを追求していただければありがたいと思うのが私の意見です。 

 以上です。 

○工藤座長  どうもありがとうございました。かなり本質的な論点ではありますけれど

も、逆に言うと、それだけ今までとは視点が違うということに対して、どういう解決策を

考えるかということはとても大事だということなのですが、ただ、やはり国際標準をやっ

ている世界と日本の国内で促進策を考えるということでは、当然のことながら国の思惑で
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あるとか、関係する事業者の製品等の違いであるとかもあるので、そこのところをどのよ

うに考えていくかというのはとても大事なのかなと思いますし、恐らくカーボンフットプ

リントで計算するという方法以外で考える、もしかしたらクレジットで後で調整するなど

というやり方もあるかもしれないし、そのような創意工夫が今後求められるのかもしれな

いと、今の先生の御指摘を受けて感じました。今の稲葉先生のコメントに対してでも構い

ませんし、ほかの御質問、コメントでも構いませんが、いかがでしょうか。どうぞ。 

○折橋オブザーバー  今、稲葉先生が言われた鉄とスラグとの経済価値配分は我々も少

し悩んでいた時期がありまして、そういうことでＣＯ２を配分するのですが、ＣＯ２を配

分する場合には、スラグと鉄の場合には経済価値という別な軸があって、それで配分する

ので、物差しと配分するものが違うのですけれども、ＣＯ２の場合ややこしいのは、ＣＯ

２が低いものが価値があるという自分自身を配分するのに自己循環するような計算になっ

てしまうので、稲葉先生が最後に言われたようにやはりＣＯ２が低いものが価値があるの

だという世の中をつくっていくということでリードしない限り、同じ物差しのやり方では

使えないのだというのを先につくってしまうしかもうないというのはまさにそのとおりだ

なと。今までの同じ物差しではできない。そういうことだと思うのです。 

 これはもう新しいステージなので、そういうことをつくっていくしかないのかなと私自

身も非常に思いました。 

○工藤座長  ありがとうございます。実質的には多分そうなのでしょうけれども、それ

のタイミングだとか、やり方だとかは業界によって考え方が違うかもしれないので、そう

いったところの調整の難しさはもしかしたらあるのかもしれません。一番大事なことは、

社会全体で本当に削減貢献になっているかどうかということが大事だと思うので、それを

しっかりと実証的に評価し得る方法というものをまずはやってみるというのも１つの考え

方かもしれないと今のコメントを伺って感じました。 

 秋元委員、どうぞ。 

○秋元委員  ありがとうございます。稲葉先生の話にちょっとコメントということです

けれども、非常に重要な課題をおっしゃっていただいて、私も稲葉先生の悩みを共有して

そうだよねと。ただ、私も解決策が今あるわけではないのですけれども、これは矛盾した

世界と先ほどのコメントではちょっと申し上げたかもしれませんが、やはりまだＧＤＰと

ＣＯ２排出量は世界全体で見るとカップリングしているわけで、そういう意味では、これ

までの分割の方法というのは、付加価値に合わせてというか、価格に合わせたような形で



- 27 - 

 

ＣＯ２を配分するというのはまさにカップリングしているので、そういう方式が合致して

いたということだと思っていまして、ただ他方で、ＣＯ２とＧＤＰをデカップリングして

いかないといけないという世界の中の、こうあるべき論と実際のまだ世界がカップリング

している状況との矛盾がこういうところにも表れているのかなと思って、今、稲葉先生の

お話を聞きました。 

 当然ながらやる方法としてみると、まさにそこを調整しようとしているのがカーボンプ

ライスだと思うので、ＣＯ２排出量に対してカーボンプライスの額を決めて、それを調整

することによって、配分を変えてやるということは１つ方法論としてはあるのかなと思い

ましたけれども、ただ、ではそのときにカーボンプライスの金額の水準をどう決めたらい

いのかというのは、またこれはこれで非常に悩ましい問題で、難しい問題で、そういう面

で冒頭申し上げたように、ちょっと今の段階で私も解はないかなということで、稲葉先生

の悩みはなるほどと思ったところです。 

 すみません、何か解答があるわけではないですけれども、先ほど工藤座長は、この会は

割と自由にということでおっしゃっていただいたので、解がないことでございましたが、

ちょっと感想を述べさせていただきました。ありがとうございます。 

○工藤座長  ありがとうございます。私の独断で申し上げましたが、活発なほうが皆さ

ん、情報を考える機会になると思っているので、私の個人的な意見ですけれども、そのよ

うに御容赦いただければと思います。どうもありがとうございます。 

 今の御指摘のところも非常に大事だと思いつつ、やはり先ほど事務局の資料で御紹介さ

れたとおり、確かにそういう課題があると言いながら、実はＥＵは何か言っているという

ところが話がややこしい。だから、ノーアイデアだけれども、では、日本はヨーロッパの

何かしらのフォローをしなければいけないのか否かというところに多分つながってくると

思っていたので、先ほどの事務局の資料は実は結構その辺のバランスを示されていた、そ

ういったものだったのかなと私自身は感じているところです。 

 ほかはいかがでございましょう。どうぞ、原委員。 

○原委員  ありがとうございます。私も感想めいたところで大変申し訳ないのですけれ

ども、短く申し上げたいと思います。 

 先ほど前段の検討会からずっと拝見していて、やはり消費者がお金を出して購入に至る

まで、どうしてもグリーン鉄の価値というのが伝わりにくいというのは続けて思っている

ところです。またそこが今後も大変大きな問題になるかと思っておりまして、前半の説明
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でもいろいろな省庁や、また業界を超えて、それぞれ前に進んでいるのですけれども、こ

れがグリーン鉄だといったところの価値観というのが伝わってこなくて、今回ＥＵの動き、

例えばエコデザインというものなどは、消費者にとっては、正直に言って分かりやすい。

もしここが決まれば、そういうことになるのだなと思っています。 

 せっかく実務的に、日本の中でもいろいろグリーン鉄について進んでいるので、何かそ

れがうまく世界標準のようなものにつながれば非常にいいのではないかと思っておりまし

て、価値の創造といった部分、価値観のところをぜひしっかりやっていただければと思い

ました。 

 以上です。 

○工藤座長  ありがとうございます。サプライチェーンで見たときに誰に対してそれを

訴求するのかというところで、経産省のＧＸグループでやっているのは主としてＢtoＢの

話、環境省のほうでやっているのがまさにＢtoＣ、商品を評価する、それぞれの目的であ

るとか違いであるとか、あとはそのような情報の共有の仕方の違いとかがあると思ってい

るので、一番大事なのは恐らくグリーン鉄の定義づけであるとか、計算方法ということな

のかもしれない。ただ、その計算方法は先ほどご指摘があった様に従来の方向と矛盾があ

るので、それをどのような形で解決するかということ。 

 でも、これは割とよく知っている方々は分かるのだけれども、最終消費者は、そういう

細かいことは分からないので、分かりやすいものが実は大事だということが、今の御指摘

だったのかなという気がします。ありがとうございます。 

 ほかはいかがでしょうか。どういったことでも結構です。せっかくの機会ですから。御

意見はございませんか。どうぞ。 

○折橋オブザーバー  今の消費者に分かりやすいというところでいうと、例えばラベル

とかの話があった場合、一番ストレートに分かりやすいのは、これはこういう原料から来

て、もう完全にトレースできていて、シールが貼られていますと、これは非常に分かりや

すいということなのですけれども、先ほど冒頭、富士通さんのデータの連携のところで言

いましたように、バリューチェーンが長い中で、厳密なトラッキングをするというのは、

実際問題として相当難しそうだという中で総量管理となっている。ただ、そのようにやっ

ていくと逆に薄まるというか、分かりにくさは逆に広がる。だから、そのバランスとなる

と思う。 

 もう一つ総量管理のところでちょっと私が思っているのは、やはりトラッキングの厳密
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管理ということの手間も、実際問題はそうなのですけれども、実際にそれをやって厳密な

ラベルを貼るとなると、今度それを消費者が求めるということになった場合には、それを

作るために物の余計なモノの移動というのが物理的に発生する。 

 これは何のために我々はやっているかというと、地球のＣＯ２を全体として減らすため

にやっているので、逆に厳密さがＣＯ２を増やしてしまうようなことになると元も子もな

いと考えているので、分かりやすくしながら、かつＣＯ２を増やすような物流とか、そう

いう余計なことが発生しないということのバランスを取ることが非常に重要なのかなと思

っております。 

 先ほどＧＤＰとＣＯ２のカップリングの話というのも、恐らくそれをやってしまうと、

例えば世界のＣＯ２を削減することに全体としてつながらないよみたいな反論ロジックが

うまく言えれば、今そこは思いついていないのですけれども、ちょっと反論できるのかな

と私は思っております。 

○工藤座長  ありがとうございます。トラッキングの研究会の結論の中でも、やはり今

おっしゃったバランスという言葉が多分キーワードになると思っているのです。精緻にす

ればするほどコストもかかり、不確実性も高まっていくというようなものと、そもそもそ

のデータを誰がどのように理解してもらうのかということを考えながらやらないといけな

いということだと思っています。また、コストばかり高くなってしまったら、結果として

はそれはあまりみんなが選択しないのではないかと思うのです。そのようなことが先ほど

の調査等を含めて、だんだんクリアになってきているという気が個人的にはしています。

稲葉委員、どうぞ。 

○稲葉委員  先ほど新しいマスバランスの話をしましたけれども、これは新しく今後ど

うしていくかという話で、現時点においては、ここの40ページにＪＲＣレポートにおける

というのがありますが、いろいろなところがいろいろな製品といいますか、これは鉄だと

思うのですが、鉄だよね。鉄製品のカーボンフットプリント、計算してみたらこうなって

いますと、そういう話だよね。 

 そうだとすると、やはり計算してみるということが大事なのです。だから、そういう意

味で、国交省さんの今の建築の建材のみんなでやっていきましょうとか、経済産業省さん

がそれぞれの工業協会さんですか、ガイドラインをつくって進めていきましょうとかとい

うのは、やはりみんなでやらないといけないと思います。 

 それをどうやって皆さんにやってもらえるかというところの制度化というのか、インセ
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ンティブをどう与えるのかというのか、その辺りを官庁さんにいろいろ考えていただけれ

ばと思います。 

 国際交渉をするときにも、結局は数字をつくっているところが勝ちなのです。数字をつ

くるときにはデータベースがどうあるべきかとかいろいろな問題はありますけれども、現

状で使えるものを使いながら数字をつくっていくと。それで結局、ＣＢＡＭも動くわけで

すから。だから、やはりみんなで計算してみるという土壌を形成してほしいと思いました。 

○工藤座長  ありがとうございます。今のまさにやってみるというところで言うならば、

実際に計算する際、みんなが全部細かく理解するのは大変だから、何かしら簡易的なプラ

ットフォームをうまく使うと、とりあえずは計算ができるというあたりをスタートにする

とか、そのようなことはＳＨＫ制度上でもいろいろな法制度に対応し得るようなアプリケ

ーションにしましょうというようなことをやられたりもしていますので、そういう工夫も

いろいろ考えるというのが大事かと思います。 

 そういう意味では、いろいろな素材なり製品で今動いているところで、、利用可能な汎

用性のあるようなプラットフォームがあったりすると、面白いという気がいたしました。 

 ほか何かございますか。吉高委員、どうぞ。 

○吉高委員  ありがとうございます。マスバランスに関して、先ほどの国交省の不動産

アセットも見える化して算出してでてくるのですけれども、そこに関わった企業に対して

のCO2削減の貢献の配分がなかなか難しい。 

 グリーン鉄がその算定に入るとして、そこにグリーン鉄を使ったところ、そうではない

ところにちゃんと投資家が価値を見れるかというと、不動産削減貢献量を検討している研

究に入っているのですが、そこをどうつくるかというのがあるのですが、本当に簡単では

ない。ただトライしていかないと、国際標準をつくるルールのところもはいるのも重要で

すが、金融は評価するのに数字が重要なので、いかに数字をつくるかということは重要か

と思うのです。 

 煩雑と思われるかもしれないですし、それによってコストがかかってもとおっしゃるか

もしれないですけれども、やはりそこは私も稲葉先生の意見に賛同するところでございま

す。 

 そういった面で、ＧＨＧプロトコルにマーケットベースが入ったのは、鉄鋼連盟さんな

どの御努力だったと思いますし、ＳＢＴの動きも少しスローダウンしていますし、こうい

ったカーボンプライシングの考え方が国際的に考慮されるというのは、重要なステップだ
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と思っております。 

 ＥＵのＣＢＡＭなのですけれども、あまり詳しく見れていないのですが、例えば、米国

がＣＢＵＭのデフォルト値に関しては対抗措置を取っているとか、あとはアジアとかが、

これに対して自分たちで違うマーケットをつくるとか聞きます。今回御説明の中には、対

ＥＵの話だけだったのですが、米国の動きとか、それからほかのアジアの国、例えば再生

可能エネルギーが多い中国の鉄のこととか、アルジェリアとかトルコとかの鉄の産業との

関係とかも知っていくべきかと思う。グリーン鉄は再生可能エネルギーの安いところに生

まれるものだと思うので、その辺の関係をぜひ教えていただきたいと思った次第です。 

 ＥＵの中でもイタリアだとかは立場が違っていて、今回のＣＢＡＭに関しても違う意見

もお持ちだったようですし、こういった状況はどうなのか、フォローアップしていただく

必要があると思った次第です。 

 ＥＳＰＲは、鉄に限ったことではない、全体的なことなので、何が一番早く進むかとか、

ＥＵが市場の対抗措置で言っているということなのですが、ＥＵは頑として対抗していく

のか、ぶれることはないのか、どのような駆け引きがあるのか知りたいと思った次第です。 

 あと、データのことです。ＥＵでは炭素会計に対するデータ産業が大きくなってきてい

て、日本でもＣＯ２見える化とか、スコープ３のビジネスがすごく増えてきているのです

けれども、国際的なデータビジネス業界に対して、グリーン鉄に関して日本が開発発信し

ていることを認識されていく必要があるかと思い、今の段階では国際標準があるわけでは

ないので、業界へのインプットというのはできないかと思った次第です。富士通さんも今

回いろいろ関わっていらっしゃるので、そういった国際的な動きも知りたいと思いました。 

 最後に、私はＧＲＥＥＮ×ＥＸＰＯの理事をしておりまして、この園芸博ではカーボン

ニュートラル、サーキュラーも要素としてあります。いろいろなパビリオンが造られサー

キュラーを目指し、国内外の人たちが多く来ますし、グリーン鉄を発信はできたらと思い

ます。これは国交省さんが所管でいらっしゃいますし、経産省なども入っていますし、使

用するというより、発信とかできるところがないかと思いました。ここは審議会ではない

というお言葉に甘え、言わせていただきました。ありがとうございます。 

○工藤座長  ありがとうございます。最後のグリーン鉄は見栄えは鉄なので、それは他

の木材とかとは見栄えが違うところをどうやって説明するかという、まさに難しいロジッ

クの説明にきっとなるかなという気がします。 

 いろいろな多方面のコメントありがとうございます。事務局、何かありますか。 
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○鍋島金属課長  御指摘いただいたＥＵ以外の動向というのも私たちも断片的には把握

しているところはございますけれども、また改めて御紹介する機会があればと思っており

ます。 

 韓国は日韓グリーンスチールセミナーで意見交換しているわけですけれども、例えばイ

ンドとも意見交換しています。インドはもう完全に独自のグリーン鉄の基準をつくるのだ

と意気込んでおります。 

 それからＥＵの中でいいますと、先ほどイタリアの話がありましたけれども、ＥＵの中

でイタリアが突出して電炉比率が高くなっています。今回こういうＪＲＣレポートが出ま

したが、スウェーデンとかそういうところの非常に高価な水素還元製鉄などは努力があま

り反映されないようなものになっていて、そこについては、ＥＵの中でもいろいろな考え

方があるというのは、今回ＪＲＣのステークホルダーミーティングに出て、いろいろな方

の議論を聞いていてよく分かったところです。 

 そういった、いろいろな考え方があると、バラエティーがたくさんあるといったことを、

御紹介していきたいと思っております。また、ＣＢＡＭにつきましても御指摘のとおりＥ

Ｕ―ＣＢＡＭだけではない状況になっております。 

 ＣＦＰをなるべく低くする、あるいは情報を開示できる基盤をつくるというのは、どう

いうＣＢＡＭに対してもある程度、対応策ということでは一緒かもしれませんが、いずれ

にしても、いろいろなＣＢＡＭがあるということも意識しながら検討はしていきたいと思

います。 

○工藤座長  ありがとうございます。今、吉高委員が御指摘になった、こういう情報も

ぜひ知りたいというのが膨らんでいって今この事務局資料の厚みになっていまして、これ

はこのフォローアップ会合がいつまで続くのかとも関係するのですけれども、グリーン鉄

を見ている人の情報的なバイブルになるような、そういった方向に間違いなく今行ってい

ます。ただ、今後、どういう範囲まで情報をフォローするかはまた今後の取組次第かなと

思っております。ですから、おっしゃるとおりだと思います。ありがとうございました。 

 ほかいかがでしょうか。よろしゅうございますか。 

     （「なし」の声あり） 

 では、15分ほど進行は早いのですけれども、とても勉強になる御指摘がたくさんありま

したし、恐らくはコメントされなかった方々の中にも、今日出た議論の中身について自ら

の業界で考えてみようかとか、参考になったものはとても多かったのではないかと思いま
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す。 

 やはりこういうグリーン鉄というものの算定方法そのものもまだ確定していないという

中で、周りでまたいろいろなルールであったり制度が動いてしまっている、そのような非

常に流動的な状況下で、最初のほうで吉高委員がおっしゃったとおり、グリーン鉄という

ものがしっかりと社会的認知をされるようなことをしたいというところは、多分業界の方

も政府も同じ思いではないかと思うので、ぜひ社会的に原委員がおっしゃったような最終

消費者にもうまく伝わる伝え方、もしくは、ルールの共通化等々も含めた国内外の取組を

どう進めていくかということを適宜フォローアップを今後もしていただけるとありがたい

と思います。多分政府の事情もあると思いますので、今後の御判断は事務局のほうにお任

せするということで、取りあえず事務局のほうにお戻しします。ありがとうございました。 

○鍋島金属課長  工藤先生、ありがとうございました。本当にいろいろな意見をいただ

きまして、事務局としても今後の取組の中で考えないといけないというような観点を、今

回もたくさんいただいたと思います。 

 それからプレゼンをいただきました国交省におかれては、普段から連携させていただい

ております。自動車工業会におかれましても、ありがとうございました。いろいろ御要望

も含まれておりましたけれども、今後の対応につきましては、自動車課とよく相談したい

と思います。本日、Ａ―ＬＣＡの動きも教えていただきましたので、それをしっかり受け

止めて今後のことは考えていきたいと、そのように考えております。 

 次回のフォローアップ会合ということも先ほど工藤座長からありましたけれども、この

フォローアップ会合につきましては、取組の進捗状況を踏まえて適切なタイミングで開催

の要否、開催時期を検討するということになっております。 

 グリーン鉄につきましては、まだまだ取組が必要な点、多数残っているところであると

は認識しております。開催が決定いたしましたら、事務局から改めて御連絡差し上げます。 

 それでは、ＧＸ推進のためのグリーン鉄研究会第３回フォローアップ会合はこれにて終

了といたします。本日もありがとうございました。 

 

                                 ――了―― 

 


